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しなの鉄道株式会社定款 

 

 

第1章 総  則 

（商号） 

第1条 当会社は、しなの鉄道株式会社と称する。 

（目的） 

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

（1） 旅客鉄道事業 

（2） 貨物鉄道事業 

（3） 旅行業 

（4） 倉庫業 

（5） 駐車場業 

（6） 広告業 

（7） 損害保険代理業 

（8） 郵便切手及び収入印紙の売りさばき並びに酒類、たばこ及び宝くじの販売業 

（9） 旅行用品、飲食料品、医薬品、化粧品、日用品雑貨等の小売業 

（10） 農産物の販売及び販売代行業 

（11） 飲食店業 

（12） 動産の賃貸業及び催事に関するチケット販売、クリーニング、写真現像等の取次業 

（13） 不動産の売買、賃貸、仲介、鑑定及び管理業 

（14） 看板・標識案内板等の製造・販売業 

（15） 電気通信事業法による通信事業者の代理店業務 

（16） 鉄道コンサルティング事業 

（17） イベントの企画、制作、運営及びコンサルティング事業 

（18） 発電及び電力の販売に関する事業 

（19） 前各号に付帯し、又は関連する一切の事業 

（本店の所在地） 

第3条 当会社は、本店を長野県上田市に置く。 

（機関） 

第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

（1） 取締役会 

（2） 監査役 

（3） 監査役会 

（4） 会計監査人 
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（公告の方法） 

第5条 当会社の公告は、長野市において発行する信濃毎日新聞に掲載して行う。 

 

第2章 株  式 

（発行可能株式の総数） 

第6条 当会社の発行可能株式総数は、48,409株とする。 

（株券の不発行） 

第7条 当会社は、株券を発行しないものとする。 

（株式の譲渡制限） 

第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 

（株式の取扱い） 

第9条 株式の名義書換えその他の株式に関する取扱いについては、取締役会の定める株式取扱規則に 

よる。 

（基準日） 

第10条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をも 

って、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 

2 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定める

ことができる。 

 

第3章 株 主 総 会 

（招集） 

第11条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度未日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、 

必要に応じて随時招集する。 

（招集者及び議長） 

第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき、取締役社長が招 

集し、その議長となる。 

2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれ

に当たる。 

（決議の方法） 

第13条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使す 

ることができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

（議決権の代理行使） 

第14条 株主は、当会社の他の株主に委任してその議決権を行使することができる。ただし、株主が法 

人である場合には、当該法人の職員又は使用人をして議決権を行使せしめることができる。 

2 前項の場合には、代理権を証する書面を総会ごとに当会社に提出しなければならない。 
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（議事録） 

第15条 株主総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及び結果を記載し、議 

長及び出席した取締役が記名押印するものとする。 

 

第4章 取締役及び取締役会 

（取締役の数） 

第16条 当会社の取締役は、20名以内とする。 

（取締役の選任の方法） 

第17条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を 

有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 

2 取締役の選任については、累積投票によらない。 

（取締役の任期） 

第18条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 

の終結の時までとする。 

2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任 

取締役の任期の満了すべき時までとする。 

（代表取締役及び役付取締役） 

第19条 取締役会の決議をもって、当会社を代表する取締役社長1名を定める。 

2 必要に応じて取締役会の決議をもって、取締役会長1名、並びに取締役副社長、専務取締役及び常

務取締役各若干名を定めることができる。 

3 必要に応じて取締役会の決議をもって、取締役社長のほかに当会社を代表する取締役若干名を定め 

ることができる。 

（取締役会の招集） 

第20条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。 

ただし、緊急の必要があるときは、この期問を短縮することができる。 

2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続を省略して開くことができる。 

（招集権者及び議長） 

第21条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。 

2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれ 

に当たる。 

（決議の方法） 

第22条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 

（取締役会の決議の省略） 

第23条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 

（議事録） 
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第24条 取締役会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及び結果を記截し、出 

席した取締役及び監査役が記名押印するものとする。 

（取締役会規則） 

第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規 

則による。 

（報酬等） 

第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「 

報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。 

（顧問及び相談役） 

第27条 取締役会の決議をもって、顧問及び相談役を置くことができる。 

第5章 監査役及び監査役会 

（監査役の数） 

第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。 

（監査役の選任の方法） 

第29条 監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を 

有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 

（監査役の任期） 

第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 

の終結の時までとする。 

2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満 

了する時までとする。 

（常勤の監査役） 

第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 

（監査役会の招集） 

第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊 

急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 

2 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集手続を省略して開催することができる。 

（決議の方法） 

第33条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 

（議事録） 

第34条 監査役会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及び結果を記截し、出 

席した監査役が記名押印するものとする。 

（監査役会規則） 

第35条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査役会の定める監査役会規 

則による。 
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（報酬等） 

第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

第6章 計  算 

（事業年度） 

第37条 当会社の事業年度は、毎年4月 1日から翌年3月31日までとし、毎事業年度末日を決算期と 

する。 

（剰余金の配当） 

第38条 当会社の剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された株主又は質権者に対 

して支払う。 

2 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、

当会社はその支払義務を免れるものとする。 



　役　　員

(2025年7月1日現在)

役　職　名 氏　　　名 常勤・非常勤の別 摘　　　　　　　要

取 締 役 会 長 水　野　雅　義 非　常　勤
長野商工会議所会頭
長野県商工会議所連合会会長

代表取締役社長 土　屋　智　則 常　　　勤

取 締 役 長　岡　真　彦 常　　　勤

〃 中　沢　智　宏 常　　　勤

〃 村　井　昌　久 非　常　勤 長野県企画振興部交通政策局長

〃 荻　原　健　司 非　常　勤 長野市長

〃 土　屋　陽　一 非　常　勤 上田市長

〃 久保田　敏　之 非　常　勤 長野電鉄(株) 代表取締役社長

〃 三　輪　美　恵 非　常　勤 （株）JTB常務執行役員

監 査 役 浦　野　浩　昌 常　　　勤

〃 山　村　　　弘 非　常　勤 坂城町長

〃 古　木　惣一郎 非　常　勤 日成観光（株）代表取締役社長







































(単位：千円)

4,472,536

4,606,326

133,789

受 取 利 息 864

業 務 受 託 料 25,273

そ の 他 の 収 益 8,132 34,270

支 払 利 息 48,123

そ の 他 の 費 用 754 48,877

148,396

補 助 金 受 入 額 935,919

工 事 負 担 金 受 入 額 51,993

固 定 資 産 売 却 益 51,780 1,039,693

特　別　損　失

固 定 資 産 圧 縮 損 925,702 925,702

 税 引 前 当 期 純 損 失 34,405

 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,762

 当　 期　 純　 損　 失 42,168

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

特　別　利　益

損　益　計　算　書

第29期（自 2024年４月１日　至 2025年３月31日）

科         目 金         額

営  業  収  益

営　　業　　費

営  業  損　失

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用  

経  常  損　失
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金　　額 金　　額

流動資産 2,363,945 流動負債 1,987,554

1,032,641 421,688

192,312 1,048,579

871,281 66,243

251,737 14,660

15,973 23,430

固定資産 8,022,475 31,169

7,849,585 170,023

156,564 45,427

16,325 15,773

関 係 会 社 株 式 10,000 138,812

投 資 有 価 証 券 1,100 11,746

長 期 前 払 費 用 2,775 固定負債 4,765,810

そ の 他 の 投 資 等 2,450 4,000,010

263,752

60,388

17,040

52,574

372,044

6,753,365

株主資本 3,633,056

2,392,450

28,000

28,000

1,212,606

1,212,606

別 途 積 立 金 800,000

繰越利益剰余金 412,606

3,633,056

10,386,421 10,386,421

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

貸　借　対　照　表
第29期末（2025年３月31日現在）

科　　目 科　　目

（資　産　の　部） （負　債　の　部） 

貯 蔵 品

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税

賞 与 引 当 金

預 り 連 絡 運 賃

前 受 運 賃

前 受 金

現 金 及 び 預 金 1年以内返済予定の長期借入金

未 収 運 賃 未 払 金

未 収 金

投 資 そ の 他 の 資 産 預 り 金

鉄 道 事 業 固 定 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

建 設 仮 勘 定

長 期 借 入 金

退 職 給 付 引 当 金

資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 流 動 負 債

資産合計 負債及び純資産合計

資 本 準 備 金

その他利益剰余金

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

　純資産合計

（純　資　産　の　部）

リ ー ス 債 務

固定資産撤去費用引当金

そ の 他 の 固 定 負 債

 負債合計
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資本剰余金

 繰越利益剰余金 別途積立金

当期首残高 2,392,450 28,000 454,774 800,000 3,675,224

当期変動額

当期純損失 ― ― △ 42,168 ― △ 42,168

当期変動額合計 ― ― △ 42,168 ― △ 42,168

当期末残高 2,392,450 28,000 412,606 800,000 3,633,056

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書
第29期　（自 2024年４月１日　　至 2025年３月31日）

株　主　資　本

純資産合計
　資　本　金

利益剰余金

資本準備金
 その他利益剰余金








